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地域マネジメントと広報としての CSR

Regional Management and CSR as Public Relations

縣 幸 雄

序

地域マネジメントとは、その地域にあるハード面・ソフト面にわたる資産

の適切な経営管理を行うことをいう。その経営管理の対象となることは、

ハード面としては地域にある資産の適正かつ有効の利用・活用の推進方法の

提言、ソフト面としては防犯防災・情報システム・環境・福祉・伝統文化の

継承等についての課題の整理および改善方法の提言である１。

これらの提言を受けて、それらの施策を行う主体はだれか。それは、その

地域に生活の基盤を有する者、その者により権力を付託された行政機関、そ

してその地域において経済活動を行う事業体である。

よく、コミュニティ（community）という語が使用される。この語は、社

会学の概念で、生存のための生活共同体、血縁や地縁を基盤にして構成員の

共同作業により自律的な集団生活を維持する集団を指すものであり、会社、

学校などの特定の目的のための機能集団である associationとは区別されてき

た。しかし、現在では、広くコミュニティは地域的なつながりをもつ共同体、

たとえば欧州連合＝EC、市町村自治体、自治会町内会、居住地レベルの町

づくり集団などに用いられている２。この意味で、地域マネジメントを行う

のは、コミュニティということになる。

このコミュニティという語が使用されるにいたったのは、都市化傾向の中

で都市近郊にベットタウンとしての住宅団地が整備された時に、１９６９年、国

民生活審議会で「コミュニティ（生活の場における人間性の回復）」という

１ 地域マネジメント学会誌第１巻第１号 １p
２ 三村浩史 第二版・地域共生の都市社会 学芸出版社１７６p
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報告書が起源となったといわれている。この頃は、国のコミュニティ政策と

して、行政主導で新たなコミュニティ地区を設定し、コミュニティ施設（コ

ミュニティセンター）の施設を行うハード中心の政策であったことから、必

ずしも成果を得ていなかった。つまり、このころの地縁組織である町内会は、

地域における行政組織として確立していく過程で、自主的自主的な問題解決

組織ではなく、圧力団体機能と末端補完機能を遂行する行政依存型の性格が

強くなった。今日、新たに生み出されているコミュニティ再生の動きは、多

様な形態で取組まれ、全国各地で、自治会や町内会が中心となって「まちづ

くり」を推進し、住民が NPOを結成し行政と協働し「まちづくり」や「む

らおこし」に取組む事例が多くみられる３。

本稿は、この地域マネジメントの対象となり得る環境問題を素材として取

り上げ、そこで行われる企業の広報活動（CSR）と国民・住民との関係につ

き、そこでの法的問題について記述するものである。

２ 環境基本法

①環境行政と国民・住民との関係

現在の環境基本法施行（１９９３年）の前に、環境問題に対処する法理とし

て、公害対策基本法（１９９３年廃止）では、「住民」という語が使用されてい

たが、環境基本法では「国民」に統一されている。その意味は、住民という

語には被害地周辺というニュアンスが含まれ、公害行政時代においては、そ

れが適切な用語であったといえる。しかし、環境問題は、より広い視点から

捉える必要があるということで、より多くの人々を対象として政策を立案し

施行しなければならない。「国民」という語を使用したのは、この意味であ

るとされている４。

②環境基本法が規定する国民

国民に対して、環境基本法は、次のように規定している。これらの条項の

３ 小滝敏之 市民社会や近隣自治～小さな自治から大きな未来へ～ 学
芸出版社 １００p

４ 北村喜宣 自治体環境行政法・良書普及会 ６１p
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規範的意味につき、環境基本法の有権的な逐条解説書ともいうべき環境庁企

画調整局企画調整課（現環境省）編著の「環境基本法の解説」で、次のよう

な主旨で立法されたものであると解説をしている５。

国民の責務

第９条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、

その日常生活に伴う環境への負荷に努めなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に

自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する

施策に協力する責務を有する。

旧公害対策基本法においては、その制定時において主として問題とされて

いたのが地域的な産業公害であり、これに対する取組も地域社会の「住民」

としての立場において行われることが多かったことから、「住民」としての

責務を規定したのに対して、現在取組むべき環境問題は、地球温暖化、オゾ

ン層の破壊、酸性雨など地方公共団体の区域を越えた問題が多く、これらに

対する取組は、地域社会の住民というよりも「国民」としての立場より行わ

れるものが多いため、環境基本法では「国民」としての責務を規定したもの

である。

１項において。国民の責務として、「その日常生活に伴う環境への負荷の

低減に努めなければならない」とするが、具体的には、生活排水による水質

汚染を防止するため洗剤を適正に使用すること、大気汚染の著しい地域にお

いてはマイカー使用を控えるようにすること、家庭から出るゴミの量を減ら

すように努めることなどが考えられる。

２項において、「国民は環境の保全に自ら努めること」とするが、具体的

には、たとえば、旅行中にゴミのポイ捨てをして自然環境を害しないなど日

常生活以外の活動に係わる環境への負荷の低減や地域のリサイクル活動への

参加など自ら環境保全に努めることを意味する。

これら１項、２項の法的性質は、訓示規定であり、この条項をもって直接

５ 環境庁企画調整局企画調整課 環境基本法の解説・ぎょうせい p１６５
以下
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的に具体的な法的な義務を国民に負わせるものではない。しかし、他の環境

保全立法において、環境保全のために個人の財産権行使に関して制約を課す

ことになった場合、その規制立法を合法とする法的根拠となる。

環境の保全に関する教育、学習等

第２５条 国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全

に関する広報活動の充実により事業者及び国民が環境の保全についての理

解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増

進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

本条の「環境の保全に関する教育及び学習の振興」における学習とは、教

育の受け手として行われる学習という意味と、環境と係わる自らの活動を通

して自発的に行う学習の意味の双方が含まれるが、環境の保全についての理

解を深めるためには、特に、後者の学習が不可欠のために、学習を特記した

ものである。また、教育には、学校、勤労の場での教育、その他公民館、図

書館、博物館、町内会、ボーイスカウト、ガールスカウト等地域社会で行わ

れる教育が含まれる。

「環境の保全に関する広報活動の充実」とは、環境保全に関する政府活動

の実施、パンフレット・ビデオ・映画等の各種資料の作成および配布、「環

境の日」「環境月間」「環境美化行動の日」「野鳥週間」「自然歩道を歩こう月

間」等の実施である。

「事業者及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの

者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため」とは、

事業者・国民の理解を深め、環境保全の活動を行おうとする気持ちを起こさ

せる措置をとることを規定し、活動を行う者への支援については２６条で規

定をしている。

「必要な措置」とは、環境の保全に関する教育及び学習の振興に関連する

必要な措置であり、資料の提供（環境教育指導資料の作成・普及、資料の提

供を通じた指導方法の普及、指導のための資料・教材等の作成）、施設の整

備（自然教育・学習に利用できる施設の整備：例・自然公園、自然観察の森

等）（社会教育・学習に利用できる施設の整備：例・地域環境学習センター

等）、人材の確保（既に能力と実績を有する者の登録、環境アドバイザーや

４６ 縣 幸 雄



自然解説者等の要請・特殊技能の認定）、その他（学校が自然環境の中での

集団宿泊生活を通じて行う自然教育の実施等）である。

これらの措置の内容およびそれを行う時期は、自由裁量行為であるが、比

例原則が適用され（例：費用対効果を考慮した予算で広報活動を行うこと）、

また平等原則が適用され（例：他事考慮・エコ贔屓などが行われていない広

報活動を行うこと）、これらの原則を配慮しない広報活動は違法となる。

民間団体等の自発的な活動を促進するための措置

第２６条 国は、事業者、国民又はこれらの者を組織する民間の団体（以下、

「民間団体等」という）が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活

動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講

ずるものとする。

本条の「事業者、国民又はこれらの者の組織する団体」とは、自然保護団

体等、環境の保全に関する活動を目的とする NPOのみではなく、事業団体

等事業者が組織する団体、町内会、PTA、婦人会、青年会議等、国民が組織

するすべての団体を含むものである。

「必要な措置」とは、知識の普及（パンフレット・書籍等の教材の作成・

配布、ネット上で情報伝達、講演会・シンポジゥム等の開催、指導者・助言

者の紹介・派遣）、望ましい活動の推奨（望ましい活動の表彰：例・環境保

全功労者表彰等、望ましい活動の認定：例・名水百選の認定、ふるさと生き

物の里の認定等）、資金の確保（地球環境基金からの民間団体等への助成、自

然環境保全法人等に対する寄付金の税制優遇措置）、その他の措置（指針・

ガイドライン等に基づく指導・助言、指導又は助言を行う能力のある者の登

録、指導又は助言を行う能力のある者の育成のための研修、専門的技能・知

識を有する者の資格制度）を行うことである。

これらの措置の内容およびそれを行う時期は、自由裁量行為であり、２５

条の場合と同様に、比例原則と平等原則の法理が適用され、これらの原則を

配慮しないで行う広報活動は違法となる。

情報の提供

第２７条 国は第２５条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条

地域マネジメントと広報としての CSR ４７



の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するた

め、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境

の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

事業者、国民およびこれらの者により組織される民間の団体が、自らの意

思で活動の重要性を学習し、活動の目的や方法を定め、環境の保全に関する

具体的な行動を実行していくためには、環境に関する正確な情報が適切に提

供されていることが不可欠である。そのため、本条では、これらの者によっ

て必要な情報が入手できるように、国が、環境の状況、個別の行動に伴う環

境への負荷、環境の保全に関する活動の事例などに関する情報を、第三者の

権利保護に適切に提供することを規定している。

「個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ」とは、個人情報の保護に

留意することをいい、具体的には「行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律」に規定する個人情報を提供する際には、個人情報ファイルの保有

目的以外の目的のために提供しないことを前提とすることをいい、法人に関

する情報を提供する際には、営業秘密を侵害しないようにすることを指す。

この法人に関する情報については、公開することにより法人等の競争上の地

位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるものは非公開とすること

ができる。「ただし、事業活動によって生ずる国民の生命、身体若しくは健

康への危害または財産・生活の侵害から保護するため公開することが特に必

要と認められる場合を除く」（行政情報公開基準・２００５年政府決定）として

運用されるべきものとしている。

「環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報」とは、環境の状況

に関する情報（地域の環境基準の達成状況、各地の自然環境の状況）、その

他の情報（リサイクル等に関する各種行事の事例の紹介、自然公園等の利用

に関する情報）である。

これらの措置の内容およびそれを行う時期は、自由裁量行為であり、２５

条の場合と同様に、比例原則と平等原則の法理が適用され、これらの原則を

配慮しないで行う広報活動は違法となる。

③国民の責務の意味

環境基本法で、９条により国民の責務を定めるが、その責務を果たすため

４８ 縣 幸 雄



に、２５、２６、２７条で国は国民の責務を果たしやすくするような措置をとる

ことを規定している。

環境保全における国民の役割は、理念的には、①問題提起者（抵抗、反対

運動）、②情報提供者（公聴会での発言、意見書の提出）、③政策提言者（研

究者の発表）、④具体的な行動者（リサイクルへの取組み、節水・節電など）、

⑤行政の協働者（自然保護区の管理、開発予定地の買取り・トラスト、自然

観察会など）、⑥誤った判断の法的な是正者（不服申立て、裁判）などに区

分できるという。従来は、①⑥などの抵抗型環境保護運動が主流であり、わ

ずかに、行政に協力するかたちで、④⑤の役割が評価されたにすぎない。現

在の環境問題は、伝統的な産業公害が人々の健康を害する一方で、エネル

ギー・消費財の大量消費や使い捨て、自動車、ゴミなど、人々の生活そのも

のが環境汚染・環境破壊の原因となっている場合が少なくない。こうした状

況の中で、抵抗や批判を中心としてきた従来の住民運動・環境保護運動だけ

ではなく、④⑤の活動により多面的な役割を担うことが期待されるにいたっ

ているといわれている６。このことは、公害対策基本法の時期においては国

民は行政作用のもたらす利益の受益者であったが、環境基本法の下では、環

境保全を行う行政のパートナーとしての地位にあるということである。

では、この環境保全に関する国民の責務は、どのような形で成果をあげる

ことができるかということが問題となる。９条は訓示規定であり、この規定

をもって、直接に格別の法的な効果が上がられるというものではない。２５

条の環境保全の教育・学習等を促進するための措置として行われる２６条・

２７条による環境保全の情報提供によって、その効果は数量的に証明するこ

とは不可能であるとしても、国民はそれによって得た情報により、環境保全

に関する企業の社会活動の取組みを評価する。具体的には、各企業が行う地

域マネジメントに係る CSR活動は、この国民の環境保全の知識による評価

に耐えうるものでなければ、低いスコアを得ることにより、企業活動は衰退

し、結果として市場より退場することが余儀なくなくさせられることになる

であろう。

６ 阿部泰隆・淡路剛久 環境法（第２版）・有斐閣ブックス １４７p
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３ 地域マネジメントとCSRと国民

①CSR

企業の広報活動には、CSR（cooperate social relation）がある。CSRとは、

企業の社会的責任を意味する語であり、企業は利益・利潤を追求するだけで

はなく企業をとりまくステークホルダーとの良好な関係を構築し、経営の中

に社会的公正や環境への配慮などバランスのとれた責任ある行動をとる経営

理念をさす７。具体的には、企業が企業をとりまくステークホルダー（消費

者、投資家、地域住民、NPO、政府など）との間の積極的な交流をとおして、

企業の持続的発展をより確かなものにするとともに、社会の健全な発展に寄

与する活動をいい、その実践としては、法令遵守はもとより、事業と密接な

関係がある製品・サービスの安全確保、地球環境・廃棄物リサイクル対策を

含めた環境保護、労働環境改善、労働基準の遵守、人材育成、人権尊重、腐

敗防止、地域貢献、文化活動あるいは文化支援活動、財団を設立して文化や

学術への支援活動などを行うことである。この活動については、経済産業省

が２００４年に「企業の社会的責任（CSR）に関する懇談会中間報告書」８を発

表している。ここに CSRの規格化と法制化の必要性を示唆していたが、こ

の流れにより２００４年に経団連が「企業行動憲章」９の１０原則を定め、企業

の CSRへの自主的取り組みの推進を図り、CSRの環境保全に関連する「環

境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進

に関する法律」（環境配慮促進法）が２００５年より施行されている。この法律

は、特定事業者（独立行政法人等）による環境報告書の作成および公表が義

務付けられ、大企業はそれの作成および公表に努めるものと規定している。

②その具体的取組み

事業体が取り込む環境保全とは、どのようなものか。事業体は、環境基本

法８条１項により「その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる

７ 藤江俊彦 広報 PR&IR 辞典・同友館 ２５８p
８ http：／／www.meti.go.jp／economic_industrial
９ 経営倫理実践センター監修 コンプライアンス規定実践実例集・日本
能率協会マネジメントセンター ４７５p
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ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正

に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する」としている。公害とは、

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭に係る被害の

七種類に限定されているが（同法２条３項）、８条１項では、これに加えて

自然環境を適正に保全するための責務を有するとしている。

事業体は、その所在地における活動において、環境基本法に規定する責務

を行うことになる。この取組みを行う企業は、CSR活動として、現状にお

いては、地域社会に対して図１のような活動をする。これらの活動は、図２

のような判断基準でなされるものであるが、これに加えて環境保全への参加

とそれに関する情報公開が必要となる。特に、生産工場の多い地域では地域

の苦情が出てくることが多い。この場合、その苦情を他の企業の方に責任転

嫁を図る動きもあるが、これは不信感を増幅させることになり、前向きに共

同責任を持つと同時に、環境保護のためのシステムの整備をしたり社内の事

務管理部門でも紙の再生やゴミ処理など環境保全の動きをし、これらを地域

社会にディスクローズし理解を得る。また、これらの措置は、実際に進めて

いきながら一定の期間ごとに調査を実施し、評価・分析することが必要であ

る。この評価により、その変化に対応し、プログラムの変更を行う。その対

象は、地域の住民、行政官庁、プレス、主たる地域集団などからくる情報提

供であり、これらが事業体への早期警戒システムとなり、図３の施策の実施

につき経営レベルに反映することができる１０。

③地域マネジメント

この事業体が取り組む環境保全の施策は、環境広報として地域の環境マイ

ンドに密着しなければならないとされている。つまり、確固たる理念をもち

環境問題に対応していなければ、その事業体は、社会は認めず、消費者はそ

の製品やサービスを選んではくれない。そのため、事業体にとっては、その

事業体が行うまたは行う予定がある環境対応を広く詳細に伝える広報活動が

不可欠になっている。今や、その場かぎりの場当たり消費者の心には届かな

くなっていうのが現状であり、如何に社会と手をつなぐことができるかが、

企業広報の課題となっている。

１０ 藤江俊彦 現代の広報（戦略と実際）・電通 ２６３p
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現在、事業体は、環境に負荷を与えないで、活動を行うことが不可能であ

るということを十分に意識している。そして、広報活動とは、負荷を与えて

いる自業の活動につき、社会や消費者に対して、どのような意味もつのか、

エコにどのように取り組んでいるのか、その事業体の強みと弱みを正確に把

握して、それらを伝えることが、環境広報の正しいあり方であると意識され

ている。つまり、排出物質は何か、エネルギーの使用量はどの程度かなど、

環境負荷を公開することが消費者との相互理解の前提となるというマインド

を有していなければ、その事業体は社会より受容されないという事実がある

ということである。

このことを前提として、事業体の環境広報の在り方につき、４つのポイン

トがあるとされる。それらは、（１）環境経営を浸透させるために、まず環境

マインドを社内に醸成させること、（２）環境を通じたコミュニケーションは、

利益ではなく理解を求めること、（３）自社の弱点を開示しなければ、エコへ

の取り組みの信憑性がうまれないことを意識すること、（４）環境問題は社会

とのつながりが強いだけに、企業の存在意義に直結する施策と認識すること

であるという１１。

この（３）（４）のポイントは、地域マネジメントと密接に関係する。地域

マネジメントとは、その地域にあるハード面・ソフト面にわたる資産体系の

適切な経営管理を行うことをいう。その経営管理の対象となることは、ハー

ド面としては地域にある資産の適正かつ有効の利用・活用の推進方法の提

言、ソフト面としては防犯防災・情報システム・環境・福祉・伝統文化の継

承等についての課題の整理および改善方法の提言である。このソフト面での

提言を行うにつき、その主体となる者は、住民であるし、そこに所在する事

業体であり、その地域の環境に関するマネジメントは、環境に負荷を加える

者が加わっている。その提言する内容は、（３）（４）に則したものとして示さ

れることが必要であり、もしそうでなければ、環境広報として役割を果たさ

ず、その地域社会からの支持を得ることができず、その事業体の存続自体が

危うくなるであろう。

そして、また、この地域マネジメントの対象となる資産を有する者は、所

有権の法理により、保護されているが、所有権の社会化により、その絶対性

１１ 今、環境広報を考える 目黒発NO１８・NTTアド ４p
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は主張できない。現在の憲法理論によれば、私有財産制の核心を侵害しない

限度において、財産権の行使の制約は可能となる。環境保全という側面にお

ける地域マネジメントは、その地域において資産を有する者への財産権行使

への制約となることがあるが、CSRを行う事業体にとっては、地域との協

調をはかることを目的としての活動であるために、個人の財産に対する制約

に比して、地域として、その事業体に対して要望をすることは容易であろう。

この（３）（４）を行うことが、環境基本法８条が規定する事業者の責務と解

することができ、図１に「地域マネジメントへの参加」という役務が加えら

れることになる。このことは、環境基本法９条の国民の責務とリンクした形

で、つまり地域社会との協議する形態の環境保全のあり方を具現することが

要請されていると解することができる。
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